
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府男女共同参画局では、男女共同参画社会の実現に向け、「社会のあらゆる分野にお

いて、2020 年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも 30％程度になる

よう期待する」という目標（平成 15 年６月 20 日男女共同参画推進本部決定）を達成す

るため、女性の参画を拡大する最も効果的な施策の一つであるポジティブ・アクションを

推進し、関係機関への情報提供・働きかけ・連携を行っています。 

 

 

ポジティブ・アクションについて、一義的に定義することは困難ですが、一般的には、社会的・構造

的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、

実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置のことをいいます。 

 

 

ポジティブ・アクションには多様な手法があり、例えば、次のように分類できます。各団体、企業、

大学、研究機関等の特性に応じて最も効果的なものを選択することが重要です。 

① 指導的地位に就く女性等の数値に関する枠などを設定する方式 

クオータ制（性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる手法） 等 

② ゴール・アンド・タイムテーブル方式 

（指導的地位に就く女性等の数値に関して、達成すべき目標と達成までの期間の目安を示してその 

実現に努力する手法） 

③ 基盤整備を推進する方式 

（研修の機会の充実、仕事と生活の調和など女性の参画の拡大を図るための基盤整備を推進する手法） 

 

 

 

団体、企業、大学、研究機関等（分野は問いません）において、①指導的地位に就く女

性等の数値に関する枠などを設定する方式（クオータ制等）、②ゴール・アンド・タイムテ

ーブル方式（指導的地に就く女性等の数値に関して、達成すべき目標と達成までの期間の

目安を示してその実現に努力する手法）について、「ポジティブ・アクションに関する計画」

様式に基づいて、プロセス毎に具体的な計画作成の検討をお願いします。 

 なお、上記の①、②のほか、③基盤整備を推進する方式にも取り組んでいる場合には、

③の内容も含めて作成してください。 

 

内閣府男女共同参画局からのお知らせ 

ポジティブ・アクションとは 

ポジティブ・アクションの手法 

団体、企業、大学、研究機関等のポジティブ・アクションに関する計画の作成 

○団体、企業、大学、研究機関等においてポジティブ・アクション
に関する計画作成、内閣府への登録を募集しています！ 

○計画は、内閣府ＨＰに掲載しています様式から作成可能です！

 

登録いただきました情報は内閣府ＨＰに掲載するほか広く情報発信します 
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団体、企業、大学、研究機関等（分野は問いません）のポジティブ・アクションに関す

る計画の内閣府への登録については、随時募集しています。 

登録いただいきました情報については、内閣府男女共同参画局ホームページに掲載するほか、メ

ールマガジン、広報誌、各種イベント等を通じて、広く情報発信を行っていく予定です。 

○登録方法 

 内閣府男女共同参画局ホームページ掲載しています、「記入様式」にご記入いただき、送信して

ください。しばらくの後、ご入力された内容を内閣府ホームページに掲載いたします。 

※ 計画内容を変更・追加された場合も、同様にご記入いただき、送信してください。 

○登録内容 

■ 基本データ  

・団体、企業、大学、研究機関等の名称  ・業種、研究分野等  

・規模（職員・社員数、採用者数等）   ・連絡先、ホームページ URL  

■ 団体、企業、大学、研究機関等のポジティブ・アクションに関する計画  

・全体の方針  

・目標達成までの期間  

・目標 

(1) 指導的地位に就く女性等の数値に関する枠などを設定することによってその実現

を確保する方式（クオータ制等）、 

(2) 指導的地位に就く女性等の数値に関して、達成すべき目標と達成までの期間の目安

を示してその実現に努力するゴール・アンド・タイムテーブル方式 

について具体的な目標をプロセス（採用、審査・選考、配置・異動、育成・研修、評価、昇進など）

毎に記入してください。  

・目標に関連する現状  

・目標達成のための取組や工夫する点等  

   ・女性の参画を拡大するための基盤整備【選択式＆自由記述式】  

 

 

 

 

 

 

 

  

登録団体、企業、大学、研究機関等の募集 

○内閣府男女共同参画局ホームページ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gender.go.jp/main_contents/category/positive_act/positive.html 

 

○お問い合わせ先 
 内閣府男女共同参画局推進課 

  〒100-8914 東京都千代田区永田町１－６－１ 

 電話番号 ：03-5253-2111（内線：83734） 

       03-3581-1812（直通） 

   ＦＡＸ番号：03-3592-0408 
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